
 

 

 

場 所：北方町商工会館 

税理士による相談日 

【１回目】２月１７日(月) 武井直志 税理士 

【２回目】  ２１日(金) 名和 巧 税理士 

【３回目】  ２７日(木) 武井直志 税理士 

【４回目】３月 ５日(水) 名和 巧 税理士 

【５回目】  １１日(火) 武井直志 税理士 

【予備日】  １７日(月) 名和 巧 税理士 

      

※時間は午前９時～午後４時となっております 

（予備日のみ午前 9 時～正午まで） 

★本年度も確定申告を効率的かつ早期に提出す

ることを目的として､予約制にて実施します｡ 

※事前に希望日を商工会までご連絡ください｡ 

…………………………………………………… 

○国税庁より、「確定申告に必要な情報」 

 「e-tax 等のご案内」などを記載した「確定
申告のお知らせはがき」・「お知らせ通知
書」が送付されておりますので大切に保管
していただき、確定申告時にご持参くださ
い。 

 
〇「確定申告のお知らせはがき」・「お知ら

せ通知書」とは予定納税額などの申告書作
成に必要な情報を記載したはがき又は封書
です。 

 
○近年、e-tax など電子送信を利用した申告件

数が増加しております。 
税務署が発行する決算書や、確定申告等の
用紙が大幅に削減されたため、郵送は致し
ません。 

用紙が必要な方は、ご自身でダウンロード
していただくか、商工会へお問い合わせく
ださい。 

 

 

 

 

広告物を設置する上で許可が必要な際は、各

市町村窓口へ申請をし、許可期間満了後も引き

続き広告物を掲出する場合には、許可期間の更

新申請が必要となります。全国的に屋外広告物

の落下事故が頻発化していることから、このた

び、広告物の安全対策の徹底のため、別添のと

おり改正が行わることとなりました。 

（岐阜市、高山市、多治見市、美濃市、恵那市、

各務原市、下呂市を除く） 

〈改定の内容・施行日〉 

令和８年１月１日 

管理義務者として、所有者と占有者を追加

します。 

令和９年４月１日 

点検者の資格要件を厳格化します。 

令和９年４月１日 

既設の屋外広告物を使用して新規の許可申

請を行う場合、点検報告書の提出が必要に

なります。 

令和８年１月１日 

除却義務の対象者を拡大します。 

令和８年１月１日  

改正様式の対応について 

※旧様式については、令和９年３月３１日まで

使用可能 

※新様式については、令和８年１月１日から使

用可能 

〈問い合わせ先〉 

○岐阜県屋外広告物条例、規則の改正に関する

こと 岐阜県 都市建築部 都市政策 地域計画係    

TEL 058-272-1111（内線 4720） 

○屋外広告物の許可申請に関すること 

北方町役場 都市環境課 
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今月の○得とく情報 岐阜県屋外広告物条例の 

一部改正について 



 

 

北方町商工会では、個人事業者様で記帳に不

安のある方に対する記帳事務の支援を行いま

す。毎月の記帳の仕方や従業員の源泉徴収・年

末調整・決算・申告書の作成等の税務処理のほ

かに、節税に対するアドバイスも行います！ 

○帳簿の付け方がわからない 

○経費科目がわからない 

○複雑な取引があって仕訳が分からない 

○節税したいが、どうしたらよいのか  etc… 

記帳に対する不安のある方は、お気軽に北方町

商工会までご連絡ください。 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

ものづくりをはじめ、健康・福祉、エネルギ

ー・環境、物流、情報・通信、食等あらゆる業

種が対象となる、東海地区信用金庫様の連携に

よる展示会が開催されます。 

 

日時 2025 年 10 月 10 日（金） 

   10 時 00 分～17 時 00 分 

会場 ポートメッセなごや 第３展示館 

（名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地） 

出展料 １ブース  /  55,000 円（税込） 

２ブース  /  110,000 円（税込） 

シマブース /  88,000 円（税込） 

ガイドブック掲載者の募集 

掲載料 / 5,500 円（税込）※出展者は無料 

締切 2025 年 4 月 4 日（金） 

 

申込方法等につきましては、下記の QR コー

ドより北方町商工会 HP を 

ご確認ください。 

 

 

 

 

●小規模事業者経営改善資金 
日本政策金融公庫では、商工会の経営指導を

受けている小規模事業者の方が、商工会の推薦

で経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で

ご利用できる小規模事業者経営改善資金「マル

経融資」がありますのでご利用ください。 

 

 

 

 
本制度において「賃上げ貸付利率特例制度」

が創設されました。一定条件を満たした事業者

については、貸付後２年間の利率を 0.5％引き

下げる特例制度です。詳細については、北方町

商工会までお問い合わせください。 

 

◆商工会の事業情報 
 

 

 

 
 

資金用途 運転資金 設備投資 

融資限度額 2,000 万 

返済期間 7 年以内 10 年以内 

【先月の事業】 

9 日 年末調整事務指導 

10 日 年末調整事務指導 

14 日 年末調整事務指導 

 15 日 年末調整事務指導 

 21 日 門前市 

 

【今月の事業】 

14 日 ふれあいまつり実行委員会 

17 日 確定申告・決算個別相談（1 回目） 

 21 日 門前市 

 21 日 確定申告・決算個別相談（2 回目） 

 27 日 確定申告・決算個別相談（3 回目） 

（展示会・商談会）第２０回しんきんビジネス

マッチング 「ビジネスフェア２０２５」 

出展者募集のご案内 

記帳指導のご案内 

発 行 北方町商工会 
住 所 本巣郡北方町北方 1524-1 
電 話 ３２３－１１０１ 
F A X  ３２４－７６５２ 
E-mail kitagata@ml.gifushoko.or.jp 

★マル経金利情報★ 
1.75％ 

（令和７年 2 月３日現在） 

資金調達にご活用ください！ 


